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「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案」等の概要について

１ 改正等の趣旨

本年６月に成立した「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律 （平成」

２６年法律第７４号。以下「改正法」という ）による出入国管理及び難民認定法。

の改正のうち，平成２７年１月１日及び同年４月１日から施行される措置に関し

て 「出入国管理及び難民認定法施行規則」等の関係する法務省令について所要の，

規定を整備するものである。

２ 改正等の概要

(1) 改正法を受けた省令整備

ア 在留資格「高度専門職第一号 「高度専門職第二号」の創設に伴う関係規」，

定の整備

・ 「高度専門職」の要件を規定【高度専門職省令】

・ 「高度専門職第一号」での上陸基準を規定【上陸基準省令】

・ 「高度専門職第二号」への変更許可基準を規定【変更基準省令】

・ 「高度専門職第一号」の在留期間を５年 「高度専門職第二号」の在留期，

間を無期限とする【施行規則】

・ 申請書類，代理人の範囲等を規定【施行規則】

イ 在留資格「経営・管理 「技術・人文知識・国際業務 「留学」に係る関」， 」，

係規定の整備

・ 申請書の様式や提出書類等を改正【施行規則】

， （ ， ）・ 留学については 小中学生を受け入れる基準 監護人 寄宿舎の確保等

を追加【上陸基準省令】

ウ 船舶観光上陸許可に係る関係規定の整備

改正法により，クルーズ船に係る船舶観光上陸許可制度が設けられたこと

から，手続の細則を規定【施行規則】

エ 乗客予約記録（ＰＮＲ）の報告に係る関係規定の整備

改正法により，乗客予約記録（ＰＮＲ）の報告に係る規定が設けられたこ

とから，具体的な報告事項や報告方法など手続の細則を規定【施行規則】

(2) 規制改革実施計画等に対応するための改正（経営・管理）

在留資格「経営・管理 （現在の「投資・経営 ）の現行基準では，事業の・ 」 」

規模要件として「２人以上の常勤職員の雇用」を定めているところ，基準を

明確化して整理【上陸基準省令】

規制改革実施計画（平成２６年６月２４日閣議決定）の「日本に住所を有・

しない外国人が外国企業の子会社等を設立する際の法人登記等に関する規制
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の見直し」に対応するため，起業目的で上陸する者の提出書類，在留期間に

ついて規定【施行規則】

(3) 建設分野における外国人材活用に係る緊急措置の実施に必要な改正

特定監理団体 の職員も，在留資格変更申請及び在留期間更新申請に係る（注）

申請取次を行えるようにするために，必要な規定を整備【施行規則】

（ ） （ ）注 外国人建設就労者受入事業に関する告示 平成２６年国土交通省告示第８２２号

の第２の４に規定される「特定監理団体」

３ 今後の予定

公布日：平成２６年１２月中旬

施行日：平成２７年４月１日（一部規定は，同年１月１日又は２月１日）

※ 省令名の略称については以下のとおり。

①施行規則：出入国管理及び難民認定法施行規則（昭和５６年法務省令第５４号）

②上陸基準省令：出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令（平成２

年法務省令第１６号）

③変更基準省令：出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令（平成２

１年法務省令第５１号）

④高度専門職省令：出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄を定

める省令（新省令）

sugihara
テキストボックス
出典：「行政手続のオンライン利用の推進」（総務省）




